
被災されたお客さまへ 

２０１９年１０月１５日 

株式会社 東日本銀行 

 

 

台風第１９号による災害への対応について 

―「緊急相談窓口」の設置について― 
 

 

台風第１９号により被災された皆さまに心よりお見舞いを申しあげます。 

東日本銀行（頭取 大神田 智男）では、このたびの災害にかかる「緊急相談窓口」を設

置することといたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

緊急相談窓口（平日） 

設 置 場 所 東日本銀行各営業店 

設 置 日 ２０１９年１０月１５日 

受 付 時 間 平日９時００分～１５時００分 

対象のお客さま 個人のお客さま、法人および個人事業主のお客さま 

ご 相 談 内 容 台風の影響による金融相談(預金・個人ローン・事業資金等) 

お問い合わせ先 各営業店の電話番号につきましては当行ＨＰをご覧ください 

 

以上 

 


